
第５期南砺市協働のまちづくり推進会議 第３回推進会議 次第 

 

日時：令和４年 11 月 7 日（月） 午後 5 時から 

場所：井波コミュニティプラザ「アスモ」大会議室 

 

開 会 

 

１．委員長あいさつ                         17：00～ 

   

 

 

 

２．基調講演                            17：05～ 

 

１．地域づくり協議会の取り組みについて 

講師 南砺市地域づくり協議会連合会 会長 松本 久介 氏 

 

２．なんと未来支援センターの取り組みについて 

  講師 一般社団法人なんと未来支援センター 事務局長 定村 誠 氏 

 

３．南砺幸せ未来基金の取り組みについて 

   講師 公益財団法人南砺幸せ未来基金 事務局長 浦井 啓子 氏 

 

 

３．ワークショップ（グループディスカッション）           18：00～ 

 

事務局より説明                       18：00～ 

・話題提供 「これまでの提言と市の対応について」 資料１ 

 

グループディスカッション             資料２  18：05～ 

・講演に関する感想 

 

全体発表（各３分×５グループ）               18：40～ 

 

 

 

閉 会  

 



 

これまでの提言と市の対応について 

平成２４年７月１日に、南砺市まちづくり基本条例が制定され、市民が主体

のまちづくりを進めるために地方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づく

「南砺市協働のまちづくり推進会議」（以下、推進会議という。）が発足した。 

現在までのまちづくり推進会議からの市長への提言等は次の通りである。 

第１期 任期 平成２４年１２月～２６年３月 

平成２６年３月 提言書提出  

1．市民会議への市民参画手法の検討 

（１）基本条例の周知の有り方 

（２）会議への参画と意見公募の有り方 

（３）行政評価制度の市民参画について 

2．協働のまちづくりの人材育成 

（１）コーディネーターの養成 

3．関係団体の活性化 

 

第２期 任期 平成２７年１月～２９年１月 

平成２８年１月 提言書 

1．市民への周知が充分でない事からその周知・広報について 

・バブリックコメント   ・議会傍聴 

  ・市民参画推進の仕組み  ・アンケート実施と公開 

2．コーディネーターの配置と養成について 

3．自治振興会について 

（１）住民参画の為の各種リーダーの積極活用 

（２）自治振興会組織の情報公開の徹底 

（３）地域づくり支援員の指導・育成 

4．出資団体等の行政評価とその内容の公開 

（１）行政評価について （２）出資団体について 

平成２８年３月 条例の見直し 

１．第 35 条の「4年を超えない期間内において」を「4年を超えない

期間ごとに」に改める。 

理由 繰り返し見直しが行なえるよう改めるもの 

平成２９年１月 提言書 

1．協働のまちづくりの推進について 

（１）課題解決型の地域組織の運営のあり方（小規模多機能自治）

や手法を市民レベルで検討する場を設置 

   →南砺市型小規模多機能自治市民会議の実施 

2．まちづくりの意識を浸透させるための勉強会の開催について 

（１）市や南砺市自治振興会連合会、各種団体等と連携し、一緒に

行動できる関係づくりを構築するため、先進地の取り組み等を学

資料１ 
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び、地元が地域のまちづくりを検討するための勉強会を設けるこ

と 

 → ３１地区へ地域づくり勉強会 

3．周知・広報について 

（１）推進会議に広報部会を設置し、市の広報に「まちづくり推進

会議」のコーナーをつくり、推進会議で話し合われている内容等

を伝えること  

→ 平成３０年度６月号、１２月号に掲載 

 

第３期 任期 平成２９年６月～令和１年５月 

平成３０年１１月 提言書 

1．まちづくり人材リストの作成とその活用 

  → 全自治振興会へのリスト提供 

2．中間支援組織の設置について 

   → 平成３１年４月「（一社）なんと未来支援センター」設立 

 

第４期 任期 令和 1年 10 月～令和 3年 10 月 

令和 2 年 6 月 条例の見直し 

1. 第５章 中間支援組織 を定義 

2. 第１章 持続可能な住民自治組織と追記 

理由 小規模多機能自治の手法による住民自治の推進と整合性を

図ること 

令和 3 年 3 月 （一社）なんと未来支援センターが中間支援組織認定 

令和 3 年 7 月 提言書 

1．まちづくり基本条例や協働のまちづくりの普及について 

→ 条例の周知を推進、令和 4年度の教育計画へ組み込み 

2．小規模多機能自治のさらなる推進について 

   → ガイドラインの作成、情報発信の推進 

 

第５期 

 

任期：令和４年 2 月～令和６年 2 月 

令和 4年 2月 第 1回南砺市協働のまちづくり推進会議 

 →委嘱状交付、今期の方向性について協議 

令和 4 年 7 月 （公財）南砺幸せ未来基金が 2例目の中間支援組織認定 

令和 4年 8月 第 2回南砺市協働のまちづくり推進会議 

→講師 元南砺市市長政策室長 長澤 孝司 氏 

演題 南砺市まちづくり基本条例策定のきっかけ 

     ・南砺市協働のまちづくり推進会議の成り立ちと目的に 

ついて共通理解することができた。 
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ワークショップ（グループディスカッション）の進め方について 

 
１．自己紹介（ひとり３０秒程度） 
２．テーマに沿って意見を書く、話す（否定はしない）             １５分 
３．意見交換（進行係と発表係のみ先に決めてください）            １５分 
４．全体発表（各３分） 

テーマ：講演に関する感想 
・講演の感想をご記入ください。 

・意見交換 

 

資料２ 
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